
発症前に、職務に関連してその発
生状態を時間的、場所的に明確に
し得る異常な出来事・突発的事態に
遭遇したこと
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異常な出来事等

公務による明らかな過重負荷

短期間の過重業務 長期間の過重業務

時間外勤務

発症前１週間前程度から数週間
（２～３週間）程度にわたる、特
に過重で長時間に及ぶ時間外
勤務を行っていた場合

時間外勤務

① 発症前１か月程度にわたる、
過重で長時間に及ぶ時間外
勤務（発症日から起算して、週
当たり平均25時間程度以上の
連続）を行っていた場合

② 発症前１か月を超える、過重
で長時間に及ぶ時間外勤務
（発症日から起算して、週当た
り平均20時間程度以上の連
続）を行っていた場合

時間外勤務以外の負荷

勤務形態等

交替制勤務職員の仮眠時間数の著しい減少等

勤務時間が不規則な勤務
・緊急呼出、連続勤務、拘束時間が長い勤務
・勤務間インターバルが短い勤務
・不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

勤務公署外における移動を伴う勤務

精神的又は肉体的負荷を伴う職務

勤務環境
寒暖差、寒冷、暑熱

著しい騒音

● 医学経験則上、対象疾患を発
症させる可能性のある爆発物、
薬物等による犯罪又は大地震、
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波
その他の異常な自然現象若しく
は火災、爆発その他これらに類
する異常な状態に職務に関連し
て遭遇したことが明らかな場合

● 日常は肉体的労働を行わない
職員が、勤務場所又はその施
設等の火災等特別な事態が発
生したことにより、特に過重な肉
体的労働を必要とする職務を命
じられ、当該職務を行っていた
場合

● 暴風、豪雪、猛暑等異常な気象
条件下で長時間にわたって職務
を行っていた場合

● 極度の緊張、興奮、恐怖、驚が
く等の強度の精神的負荷を引き
起こす事態に職務に関連して遭
遇した場合

● 急激で著しい肉体的負荷を強い
られる事態又は急激で著しい作
業環境の変化の下で職務を
行っていた場合

＋ 総合評価

通常の日常の職務に比較して特に過重な業務に従事したこと

※下線部は平成13年基準から変更があった項目

１ 対象疾患について

【心・血管疾患】
・狭心症
・心筋梗塞
・心停止（心臓性突然死を含む。）
・重症の不整脈（心室細動等）
・重篤な心不全
・肺塞栓症
・大動脈解離

【脳血管疾患】
・くも膜下出血
・脳出血
・脳梗塞
・高血圧性脳症

２ 公務起因性の判断について
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